
 

 
 

入  札  公  告  

 
 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）委託業務題目 

      第４回博士人材追跡調査 

（２）委託業務の目的等 

入札説明書による。 

（３）委託業務実施期間 

平成２９年１０月１２日（木）から平成３０年３月３０日（金） 

（４）入札価格の算定 

 入札価格の算定は，科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り，

適切に行うこと。 

（５）入札方法  

落札者の決定は，総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を提出す

ること。なお落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（入札金額の算定におい

ては，その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額

を除く。）に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので，入札者（競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。）は，消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２．競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお，未成年者，被保

佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者は，同条中，特

別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 平成２８・２９・３０年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格（全省庁統

一資格）において，関東・甲信越の「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされ

ている者であること。 

（４） 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき，支出負担行為担当官が定める資格を有す

る者であること。 

（５） 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 （６） 入札説明書の交付を受けた者であること。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１） 入札書及び提案書類の提出場所，契約条項を示す場所，入札説明書の交付場所及び問合

せ先 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 総務課 若宮 

電話 03-3581-2391   内線 7012 

（２） 入札説明書の交付方法 

平成２９年８月１４日（月）１５時００分から上記３.（１）の交付場所にて交付する。 

（３）入札説明会の日時及び場所 

平成２９年８月１７日（木）１５時３０分 



 

 
 

文部科学省１６階 科学技術・学術政策研究所 小会議室（１６Ｖ） 

（４）入札書及び提案書類の受領期限 

平成２９年９月７日（木）１２時００分 

 （５）技術審査の日時及び場所 

平成２９年９月１４日（木）１４時００分  

文部科学省１６階 科学技術・学術政策研究所 小会議室（１６Ｖ） 

技術審査の開催時間については，入札者に対して ９月１３日（水）１８時００分ま

でに通知する。 

（６）開札の日時及び場所 

平成２９年９月２８日（木）１４時００分 

文部科学省１６階 科学技術・学術政策研究所 小会議室（１６Ｖ） 

 

４．その他 

（１） 契約手続に使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金  免除 

（３） 入札者に要求される事項 

① この一般競争に参加を希望する者は，封印した入札書に総合評価のための書類を添付

して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は，開札日の前日までの

間において，支出負担行為担当官から当該書類に関し，説明を求められた場合には，そ

れに応じなければならない。 

② この一般競争に参加を希望する者は，入札書の提出時に，支出負担行為担当官が別に

指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 

（４） 入札の無効 

① 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書，入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とす

る。 

② ４（３）②の誓約書を提出せず，又は虚偽の誓約をし，若しくは誓約書に反すること

となったときは，当該者の入札は無効とする。 

（５） 契約書作成の要否 

要 

（６） 落札者の決定方法 

 本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって，

予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で，

支出負担行為担当官が入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件をす

べて満たしている提案をした入札者の中から，支出負担行為担当官が入札説明書で定め

る総合評価の方法をもって落札者を定める。 

（７） その他 

詳細は，入札説明書による。 

 

 

平成２９年８月９日 

支出負担行為担当官 

科学技術・学術政策研究所長 

加 藤  重 治    
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仕   様   書  

 

１ 委託業務題目 

第４回 博士人材追跡調査 

 

２ 委託業務の目的 

文部科学省科学技術・学術政策研究所（以下，NISTEPという。）では，平成２６年か

ら「博士人材追跡調査」（Japan Doctoral Human Resource Profiling）を実施し, 博

士課程修了者の進路選択やキャリアパスの状況，研究状況等を継続的に把握し, 科学

技術人材育成政策に資するエビデンスの構築を行っている。 

平成２８年１１月には, 平成２４年度博士課程修了者の２回目調査, 平成２７年度

博士課程修了者の初回調査を実施した（別紙参照）。 

本委託業務では, 今後も「博士人材追跡調査」を継続的に実施するために,対象者の

連絡先情報更新調査と回答意欲の向上を目指したサービス（調査結果のフィードバック

等）を行うとともに，大学への結果のフィードバック及び ホームページの更新を行う

ことを目的とする。 

 

３ 業務委託の内容 

受託者は，上記の目的を達成するため，以下の（１），（２）を実施し，（３）の報告

書を納品すること。なお，業務の実施にあたっては，必要に応じて NISTEP担当者と対

面での打合せを行い，業務の進捗報告等を行うこと。 

また，不明な点や判断を要する状況が生じた場合には，その都度 NISTEP担当者の指

示を仰ぐこと。 

 

（１）回答者の連絡先情報更新調査 

受託者は, 次の①～②を実施すること。 

① 調査対象者の連絡先情報更新調査 

これまでの調査対象者（約１万人）に向けて, 連絡先や基礎情報の更新方法に

ついて検討し, １１月頃を目途に更新調査を実施すること。なお, Web システ

ムにより, 回答者が前回の回答状況を確認しつつ, 連絡先等を更新出来るこ

とが望ましい。 

② 更新用 Webシステムの構築 

調査実施のための Web システムを構築すること。なお，システムの条件は，

以下のとおりとする。 

(ｱ) 日本語と英語による回答が選択できること。 

(ｲ) 個人ＩＤとパスワードを設定し，適切なアクセス管理を行うこと。情報の流

出，不正アクセス等が起こらないよう，システム開発・運用に細心の注意を

払うこと。 

(ｳ) ログイン後の画面で個人の基本情報を表示させる等, 最大限入力時の省力化

を図ること。 

(ｴ) プロトコルはＨＴＴＰＳとし，Internet Explorer（version 7以上），Firefox

（version 14以上）のブラウザに対応させること。 

(ｵ) 上記(ｱ)～(ｴ)のシステム条件以外にも，回答の精度や回収率を向上させるた
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めに有用な機能があれば提示すること。 

 

（２）調査の主要結果の公開促進 

受託者は NISTEP 担当者と協議の上, 次の①～③を実施すること。 

① 「博士人材追跡調査 第２次報告書」(現在, 作成中)から主要な結果を抜粋・

構成し，表紙等のデザインを検討のうえ，小冊子（Ａ４判，フルカラー，中

綴じ，２０頁程度，日本語版 2,000 部，英語版 500 部）を作成する。 

対象者の連絡先情報更新時に, 国内の希望者に小冊子を郵送する。郵送数は前

回実績から 2500 件程度を想定する。 

② 各大学別調査実施結果フィードバックレポート（Ａ４判，２～５頁）を作成

し, 当該大学（約３０大学）へ郵送する。 

③ 「博士人材追跡調査」Weｂサイトで, インフォグラフィックを用いた最新情

報の周知, 公開を行う。 

 

（３) 委託業務成果報告書の作成 

受託者は，本委託業務の成果として,委託業務成果報告書を作成し納品すること。 

① 平成２９年度の途中において，NISTEP 担当者が作成途中の成果物の電子媒体

を要求する場合がある。要求があった電子媒体は，３営業日以内に作成途中

の電子媒体をメール等で提出すること。 

② リスト，報告書，資料等の電子媒体の成果物は，Word，Excel，PowerPointな

どの編集改変が可能な形式で納品すること。なお，情報収集先から PDF で提

供された場合など，受託者が改変可能なファイルを作成できない場合はこの

限りではない。 

 

４ 委託業務実施期間 

   契約日から平成３０年３月３０日 

 

５ 納品物 

   委託業務の成果として次のものを納品すること。 

（１） ３（１）で作成した連絡先更新の依頼文等, ３（２）で作成した小冊子,大学へ

の配付物,インフォグラフィック等。［電子媒体 1，紙媒体 2部］ 

（２） ３（２）で更新した連絡先データ［電子媒体 1，紙媒体 2部］ 

（３） ３（３）で作成した委託業務成果報告書［電子媒体 1，紙媒体 2部］ 

最終成果物の電子媒体は DVD-Rもしくは USBフラッシュメモリにて納品すること。複

数の成果物を一つのメディアに入れる形でもよい。 

 

６ 納入場所 

東京都千代田区霞が関 3－2－2 中央合同庁舎第７号館 東館 16階 

文部科学省科学技術・学術政策研究所 第１調査研究グループ 

 

７ 応札者に求める要求要件 

（１)業務遂行の要件 

     本調査の実施予定組織もしくは部門が，プライバシーマーク，ISMS 認証，TRUSTe
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マークのいずれか一つ以上の認証を受けていること。 

（２）「評価項目及び特定配分基準」に示された要求要件 

ア 上述の（１)に加え，本委託業務に係る応札者に求める要求要件は，別に示す総

合評価基準の「評価項目及び得点配分基準」による。 

イ 「評価項目及び得点配分基準」に示す要求要件は必須の要求要件と必須以外の

要求要件がある。 

ウ 「＊」の付してある項目は必須の要求要件であり，最低限の要求要件を示して

おり，技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格

として落札決定の対象から除外される。 

エ 必須以外の要求要件は，満たしていれば望ましい要求要件であるが，満たして

いなくても不合格とならない。 

オ これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等

は，技術審査会において行う。なお，総合評価落札方式に係る評価基準は別添

の総合評価基準に基づくものとする。 

（３）要求要件の詳細 

別紙の総合評価基準の「評価項目及び得点配分基準」と同様。 

 

８ 無償貸付を行う資料 

NISTEP は受託者に対し，以下の資料の無償貸付を行う。 

（１)『「博士人材追跡調査」第１次報告書―2012年度博士課程修了者コホート―』NISTEP 

 REPORT NO.165。 

（２）平成２６年度委託事業の成果物 

「『博士人材の教育から社会への移行に関するパネル調査』の試行的実施と本調査

に向けた課題」による納品資料（電子データ含む）。 

（３）平成２７年度委託事業の成果物 

「第２回博士人材追跡調査」による納品資料（電子データ含む）。 

（４）平成２８年度委託事業の成果物 

「第３回博士人材追跡調査」による納品資料（電子データ含む）。 

 

９ 守秘義務 

（１) 受託者は，本委託業務の実施で知り得た情報を如何なる者にも漏洩してはならな

い。 

（２) 受託者は，本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して，善良な管理者の

注意をもって管理し，本委託業務以外に使用してはならない。 

 

１０ その他 

（１) この仕様書に記載されていない事項，または本仕様書について疑義が生じた場合

は，NISTEP担当者と適宜協議を行うものとする。 

（２) 本委託業務の実施にあたっては，会計に関する法令に定めるほか,科学技術・学術

政策研究所委託契約事務処理要領により適切に行わなければならない。 
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区　分 入札価格点 技術点 合　計

配　点 50 100 150

（３）技術点は、各技術審査職員等が採点したものの平均点を用いることとし、その
　　平均点については、小数点以下３位を切り捨てるものとする。

総　合　評　価　基　準

１．入札価格の評価方法

　入札価格の評価については、次のとおりとする。

　入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じて得た値に入
札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
　なお、入札価格点については、小数点以下３位を切り捨てるものとする。

　　　　入札価格点＝価格点の配分×（１－入札価格÷予定価格）

　本資料は、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長が委託する「第４回博士
人材追跡調査」に係る入札の評価に関する基準について規定したものである。

（１）入札価格及び技術等の総合評価は、次の各要件に該当する入札者のうち、１の
　　入札価格に評価方法により得られた入札価格の得点に２の技術等の評価方法によ
　　り得られた当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて
　　得た数値をもって行い、当該数値の最も高い者を落札者とする。

　①　予定価格の制限の範囲内の入札価格を提示した競争加入者であること。

　②　入札に係る技術等が仕様書で規定する技術的要件のうち必須とした要求要件を
　　全て満たしている技術等を提案した入札者であること。

（２）上記数値の最も高い者が２人以上であるときは、当該者にくじを引かせて落札
　　者を決定する。
　　　この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かないものが
　　あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落
　　札者を決定する。

２．技術等の評価方法

　入札に係る技術等の評価は、別冊の仕様書、別紙の評価項目及び得点配分基準及び
加点付与基準（以下「評価基準」という。）に基づき以下のとおり評価を行う。
　なお、仕様書及び評価基準に記載されていない技術等は評価の対象としない。
　また、仕様書及び評価基準に記載されている技術等であっても、入札に係る技術等
が科学技術・学術政策研究所としての必要度・重要度に照らして、必要な範囲を超
え、評価する意味のないものは評価の対象としないことがある。

（１）評価基準に記載する必須の評価項目に係る技術等については、仕様書に記載す
　　る必須の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているものには
　　評価基準に基づき基礎点を与え、更に、これを超える部分については、評価に応
　　じ評価基準に示す加点の点数の範囲内で得点を与える。

（２）仕様書に記載する技術等の要求要件（以下「技術的要件」という。）を満たし
　　ているか否かの判定及び評価基準に基づき付与する得点の判定は、技術審査会等
　　において、提出された総合評価に関する書類その他入札説明書で求める提出資料
　　の内容を審査して行う。

３．得点配分

４．総合評価の方法



別紙

区分 基礎点 加 点

● １．調査業務の実施方針 25 25

1-1．調査内容の妥当性、独創性 10 10

＊ 1-1-1. 5 10

＊ 1-1-2. 偏った調査内容となっていないこと。 5

1-2．調査方法の妥当性、独創性 10 10

＊ 1-2-1. 5 10

＊ 1-2-2. 調査項目・調査手法が明確であること。 5

1-3.作業計画の妥当性、効率性 5 5

＊ 1-3-1. 5 5

２．組織の経験・能力 15 12

2-1．組織の類似調査業務の経験 5 4

＊ 2-1-1. 5 4

2-2．組織の調査実施能力 10 4

＊ 2-2-1. 業務を実施する人員が確保されていること。 5

2-2-2. 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。 4

＊ 2-2-3. 業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有していること。 5

2-3.調査業務に当たってのバックアップ体制 4

2-3-1. 4

３．業務従事予定者の経験・能力 10 10

3-1．業務従事予定者の類似調査業務の経験 5 5

＊ 3-1-1. 5 5

3-2．業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 5 5

＊ 3-2-1. 調査内容に関する知識・知見を有していること。 5

3-2-2. 調査内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 5

3

4-1. ワーク・ライフ・バランス等の取組

3

50 50

第４回博士人材追跡調査

評価項目及び得点配分基準（＊：必須の事項　●：価格と同等に評価できない項目）

評　　価　　項　　目　　（要　　求　　要　　件）

仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。
（仕様書に示した内容以外の独自の提案がされていればその内容に応じ加点する。）

調査の抽出・分析方法が妥当であること。
（分析手法に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点する。）

作業の日程・手順等に無理が無く、目的に沿った実現性があること。
（作業の日程・手順等が効果的であれば加点する。）

注　価格点：技術点 ＝ 50点：100点（１：２）
※　小数点以下の特典が発生した場合は、四捨五入等を行わずに合計点数を算出する。

過去に類似の調査を実施した実績があること。
（類似調査の実績内容により加点する。）

円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれていれば加点する。

過去に類似の調査を実施した実績があること。
（業務従事予定者が過去に研究機関の類似調査の受託実績を有していれば加点する。）

４.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

4-1-1　以下のいずれかの認定等があること。（ワーク・ライフ・バランス等のとりくみに関する
      認定内容等により加点する。
○　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼ
    し認定）を受けていること。又は、一般事業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が
    ３００人以下のものに限る
○　次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみ
    ん認定企業）を受けていること。
○　青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受けていること。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定
等に準じて加点する。

合 計



「第４回博士人材追跡調査」加点付与基準

大変優れている 優れている

１．調査業務の実施方針

1-1-1.仕様書に示した内容以外の独自の提案について 10 6

1-2-1.分析手法に業務成果を高めるための工夫について 10 6

1-3-1.作業の日程・手順等の効率性について 5 3

２．組織の経験・能力

2-1-1.類似調査の実績内容について 4 2

4 2

2-3-1.円滑な業務実施のための人員補助体制について 4 2

３．業務従事予定者の経験・能力

5 3

3-2-2.調査内容に関する人的ネットワークについて 5 3

4-1-1　ワーク・ライフ・バランス等の取組について

1

2

3

0.5

1

1.5

2

・ユースエール認定 2

2

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労
働
  者の数が３００人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動改革を策定している場合のみ）

1

1

４.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

1

・認定段階３

　　複数の認定等に該当する場合は，最も配点が高い
    区分により加点を行う。

3-1-1.研究機関の類似調査の受託実績について

加 点 評 価 項 目
評 価 区 分

やや優れている

2

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）

1

2-2-2.幅広い知見・人材ネットワーク・優れた情報収集能力について 1

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点
する。

1

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業）

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定

・旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年構成労働省令第31号）による改正前
の

・プラチナくるみん認定

○　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）等

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）

・新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年構成労働省令第31号）による改正後
の
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